
申告後に訂正できるもの・できないもの 

 確定申告書の提出後に、手続を失念した

ことや、有利な選択をしていなかったこと

に気が付くことはよくあります。ただ、後

で訂正できるものと訂正できないものがあ

りますので、いくつか例を挙げていきます。 

（訂正・適用できないもの） 

１．確定申告で上場株式等の配当等を申告

しなかった場合（申告不要を選択） 

 申告不要の選択制度を適用するかどうか

は確定申告時に行います。上場株式等の配

当等を申告不要として確定申告した場合に

は、その後に修正申告書を提出し、申告不

要をやめて、総合所得として申告を行い、

配当控除の適用を受けることはできません。 

２．確定申告をしたのに、住宅借入金等特

別控除を単に失念していた場合 

 住宅借入金等特別控除の適用を受けるた

めには、適用を受けようとする年分の確定

申告書に一定の書類を添付して提出しなけ

ればなりません（この手続は、期限後申告

の場合でも認められます）。 

 既に確定申告書の提出が済んでいる場合

は、「やむを得ない事情」があれば適用が認

められますが、判例では、単なる失念につ

いては認めていません。 

ただし、申告済の年の適用を受けること

はできませんが、適用年数内に期限未到来

で残っている期間があれば、その期間分は

確定申告書に書類を添付して提出すること

で、適用を受けることができます。 

３．控除対象扶養親族の差替え 

 夫Ａが確定申告で子Ｂを控除対象扶養親

族として申告し、妻Ｃが給与所得者で子Ｄ

を控除対象扶養親族として年末調整してい

る場合には、ＣがＤを控除対象扶養親族か

ら外して確定申告し、Ａの控除対象扶養親

族として更正の請求をすることは認められ

ません。 

（訂正・適用できるもの） 

１．譲渡所得を概算取得費で申告した場合

（実際の取得費への差替え） 

概算取得費によって申告していた後で実

際の取得費が判明し、その金額が概算取得

費の金額を上回ることが証明された場合で

も、更正の請求が認められます。 

２．給与所得の特定支出控除への選択替え 

 当初申告要件が廃止されたため、選択替

えが認められます。 

 

 

 

 

田原会計 NEWS 

 

2022年 2月 8日(火) 

〒400-0032    山梨県甲府市中央 5-5-19 

田原会計事務所     TEL 055-225-3622 FAX 055-227-7714 

Email tahara0423@tkcnf.or.jp 

やってしまったら変えられない 

確定申告後に訂正できないもの 

最初にちゃんと 

見ておけば 

よかったよ‼ 


